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🐍令和７年年頭のご挨拶（３学期始業式）🐍 

新年、明けましておめでとうございます。 

保護者の皆様、令和7年も西朝明中学校の生徒にとって

「絆」が深まり「楽」しい学校になるように、たくさんの「友」

と共に「協」働的に学び、考えを深める探究的な学びができ

る授業を目指して学校教育活動を行っていきます。今年もよ

ろしくお願いいたします。（「絆」「楽」「友」「協」は令和6年

の生徒の選んだ今年の漢字です。） 

 12月20日のHPでも紹介しましたが、今後の学習のキーワードは「自分でできる」です。Society 5.0の時代

をむかえるにあたり、これまでのように与えられた課題に取り組む学習方法だけではこれからの未来を生き抜い

ていく力とはなりません。自分で見通しを持ち、自分で

方法を選択し、自分で取り組む学習が求められていま

す。西朝明中学校では今後も令和の日本型学校教育

を目指し、授業改善に取り組んでいきます。 

令和７年の正月は温暖な天候にも恵まれ、穏やかな年明けとなりました。始業式では年度始めに話した孔子

の言葉である「今、汝は画れり」にふれ、令和６年度の西朝明中学校生徒に挑戦して欲しい課題である「自分

で自分の限界を決めない」について再度確認しました。3学期も始まったばかりですが、学校では1月は「いく」

2月は「にげる」3月は「さる」と3学期があっという間に過ぎていくことを例えます。4月に決めた、また新年に決

意した目標を達成するために、日々を大切に過ごしてください。 

令和7年。新しいNISHIASA DAYSに向けての旅立ちの日です。3年生は卒業式、そして、その後進むべき

道を勝ち取るために。2年生は最高学年となる準備期間として。1年生は先輩と呼ばれる心構えを整える時間と

して。3学期も学校生活を楽しんでいきましょう。 
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🏓⚾🏀令和８年度部活動地域移行に向けて⚽🏐🎾 

 四日市市教育委員会からも既に周知されていますように、令和８年度の夏頃を境に学校部活動の休日実施

を終了します。これに関わって、西朝明中学校としては以下のように対応していく予定です。（以下はあくまでも

現段階の市からの通知に対応するための措置であり、以後の状況に応じて変更の可能性はあります。） 

令和6年度までの学校部活動のあり方についても、自主的・自発的な加入となっており、昔のように全員が入

部することが前提ではありません。既に２割近くの生徒が、学校部活動に参加せずそれぞれに合った放課後の

過ごし方を選択しています。学校部活動では部活動ガイドラインに従い、平日は2時間以内、休日も原則3時間

以内（試合等は除く）で1週間に2日以上の休養日を設置することになっています。もっと活発に活動したいとい

う生徒の中には、スポーツクラブ等で社会体育活動・文化活動をしている生徒もいます。 

令和7年度、西朝明中学校ではこれまでと同じような部活動を継続します。但し下校時刻の見直しを行いま

す。下校時刻については令和7年度については一部時期の下校時刻を最大15分早めます。令和9年度までに

段階的におこない、令和9年度には完全下校最遅時刻を16：４５とする予定です。また、地域移行に向けて拠点

型活動方式で地域クラブ活動が、月１回程度、１６種目で試行的に実施される予定ですので、西朝明中学校の

部活動に所属しながら任意で参加することができます。（拠点型活動方式の地域クラブについての詳細は以前

にH&Sで案内があったように、四日市市教育委員会指導課にお尋ねください。） 

四日市市では令和8年度の３年生（現1年生）の最後の大会・活動終了後に、休日の学校部活動を終了し

地域クラブに移行します。従って、令和７年度入学生については２年生の夏の大会以降の休日部活動を西朝明

中学校独自では行いません。平日部活動については令和８年度夏の大会以降もこれまで通り行います。 

西朝明中学校としては令和９年度夏以降、現在本校にある平日部活動の種目等を一旦白紙として、抜本的

に見直す予定です。既にコミュニティスクール運営協議会やPTA常任委員会にも相談させていただき、大まか

な方向性についてはご承認いただいています。詳細については今後の状況を見ながらより良い方向になるよう

に決めていきたいと考えます。 

保護者の皆様にご協力頂いている、クラブ育成費や教育活動基金についても改善できるように計画中です

が、令和7年度については今年度と同じように集めさせていただきます。部活動地域移行については不透明な

部分も多く、状況を見極めながら本格実施される令和8年度にむけて、

規約等を改正していく予定です。この件につきましては保護者の代表で

もあるPTA本部や地域を代表して学校運営に参画頂いているコミュニ

ティスクール運営協議会にも検討いただき、決定していく予定ですので

ご了解ください。 


